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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なる方向から複数の撮影装置により撮影されるオブジェクトの三次元形状を示
す第１の三次元モデルに基づいて、前記複数の撮影装置の少なくとも１つの撮影装置の撮
影により得られる撮影画像における点と、前記第１の三次元モデルよりも精度が低い前記
オブジェクトの三次元形状を示す第２の三次元モデルに関する点との対応関係を特定する
ための対応情報を取得する取得手段と、
　仮想視点に応じた仮想視点画像を、前記複数の撮影装置のうち１以上の撮影装置の撮影
により得られる撮影画像と、前記取得手段により取得された対応情報と、に基づいて生成
する生成手段とを有することを特徴とする生成装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、前記複数の撮影装置の少なくとも１つの撮影装置による撮影により得
られる撮影画像の点と、前記第１の三次元モデルの点との対応関係を表す第１対応関係情
報と、前記第１の三次元モデルの点と前記第２の三次元モデルの点との対応関係を表す第
２対応関係情報とに基づいて、前記対応情報を生成することを特徴とする請求項１に記載
の生成装置。
【請求項３】
　前記第１対応関係情報は、前記少なくとも１つの撮影装置の位置及び姿勢に関するパラ
メータに基づいて生成されることを特徴とする請求項２に記載の生成装置。
【請求項４】
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　前記第２対応関係情報は、前記第１の三次元モデルを構成する点に対応する前記第２の
三次元モデルを構成する点を決定するための投影処理を実行することに基づいて生成され
ることを特徴とする請求項２又は３に記載の生成装置。
【請求項５】
　前記対応情報は、前記複数の撮影装置の少なくとも１つの撮影装置による撮影により得
られる撮影画像の点と、前記第２の三次元モデルに対応するテクスチャにおける点とが対
応付けられた情報であることを特徴とする請求項１乃至４のうち何れか１項に記載の生成
装置。
【請求項６】
　前記対応情報は、前記複数の撮影装置の少なくとも１つの撮影装置による撮影により得
られる撮影画像の点と、前記第２の三次元モデルによって表される形状の表面に位置する
点とが対応付けられた情報であることを特徴とする請求項１乃至４のうち何れか１項に記
載の生成装置。
【請求項７】
　前記生成手段は、
　前記複数の撮影装置の撮影により得られる撮影画像の画素情報のうち、前記第２の三次
元モデルのテクスチャにおける点に対応付けるべき画素情報を、前記対応情報を用いるこ
とによって決定し、
　決定された画素情報を、前記第２の三次元モデルのテクスチャとして用いることによっ
て、前記仮想視点画像を生成することを特徴とする請求項１乃至６のうち何れか１項に記
載の生成装置。
【請求項８】
　前記取得手段は、前記対応情報を記憶する記憶装置から前記対応情報を取得することを
特徴とする請求項１乃至７のうち何れか１項に記載の生成装置。
【請求項９】
　前記複数の撮影装置の撮像により得られる複数の撮影画像から所定のオブジェクトの領
域を抽出する抽出手段を有し、
　前記生成手段は、前記仮想視点画像のうち前記所定のオブジェクトを除いた背景領域の
画像を前記複数の撮影装置のうち１以上の撮影装置の撮影により得られる撮影画像と前記
対応情報を用いることによって生成し、前記仮想視点画像のうち前記所定のオブジェクト
の領域を前記抽出手段により抽出された画像に基づいて生成することを特徴とする請求項
１乃至８のうち何れか１項に記載の生成装置。
【請求項１０】
　複数の異なる方向から複数の撮影装置により撮影されるオブジェクトの三次元形状を示
す第１の三次元モデルに基づいて、前記複数の撮影装置の少なくとも１つの撮影装置の撮
影により得られる撮影画像における点と、前記第１の三次元モデルよりも精度が低い前記
オブジェクトの三次元形状を示す第２の三次元モデルに関する点との対応関係を特定する
ための対応情報を取得する取得工程と、
　仮想視点に応じた仮想視点画像を、前記複数の撮影装置のうち１以上の撮影装置の撮影
により得られる撮影画像と、前記取得工程により取得された対応情報と、に基づいて生成
する生成工程とを有することを特徴とする生成方法。
【請求項１１】
　前記取得工程は、前記複数の撮影装置の少なくとも１つの撮影装置による撮影により得
られる撮影画像の点と、前記第１の三次元モデルの点との対応関係を表す第１対応関係情
報と、前記第１の三次元モデルの点と前記第２の三次元モデルの点との対応関係を表す第
２対応関係情報とに基づいて、前記対応情報を生成することを特徴とする請求項１０に記
載の生成方法。
【請求項１２】
　前記生成工程は、
　前記複数の撮影装置の撮影により得られる撮影画像の画素情報のうち、前記第２の三次
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元モデルのテクスチャにおける点に対応付けるべき画素情報を、前記対応情報を用いるこ
とによって決定する決定工程を有し、
　前記仮想視点画像は、決定された画素情報を、前記第２の三次元モデルのテクスチャと
して用いることによって生成されることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の生成方
法。
【請求項１３】
　コンピュータを請求項１乃至９のうち何れか１項に記載の生成装置の各手段として動作
させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮想視点画像の生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のカメラを異なる位置に設置してフィールドを撮影し、当該撮影により得られた複
数の撮影画像を用いて自由視点画像（仮想視点画像）を生成する技術が注目されている。
上記のような仮想視点画像を生成する技術によれば、非特許文献１のように、サッカーや
バスケットボールのハイライトシーンを様々な角度から視聴することができる。これによ
り、通常の画像と比較してユーザに高臨場感を与えることができる。
【０００３】
　また、非特許文献２のように、フィールドの三次元モデルとカメラの撮影画像とから抽
出された背景画像に基づいて、仮想視点画像を描画する方法が知られている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｔ．　Ｍａｅｄａ，　ｅｔ　ａｌ，　“Ｆｒｅｅ　Ｖｉｅｗｐｏｉｎｔ
　Ｖｉｄｅｏ　ｆｏｒ　Ｓｐｏｒｔ　Ｅｖｅｎｔｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉ－Ｒｅｓｏ
ｌｕｔｉｏｎ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｈｕｌｌ　ａｎｄ　Ｍｉｃｒｏ－Ｆａｃｅｔ　Ｂｉｌｌｂ
ｏａｒｄｉｎｇ，”　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ｏｎ　Ｓｍａｒ
ｔ　Ｉｎｆｏ－Ｍｅｄｉａ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｉｎ　Ａｓｉａ　（ＳＩＳＡ　２０１６）
．　２０１６．
【非特許文献２】Ｓａｎｋｏｈ，　Ｈｉｒｏｓｈｉ，　ｅｔ　ａｌ．　“Ｆｒｅｅ－ｖｉ
ｅｗｐｏｉｎｔ　Ｖｉｄｅｏ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｆｏｒ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｓｃｅｎｅ
ｓ　Ｃａｐｔｕｒｅｄ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｍｏｖｉｎｇ　Ｃａｍｅｒａ．”
　ＩＴＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｍｅｄｉａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎ
ｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｖｏｌ．３，Ｎｏ．１，ｐｐ．４８－５７，　２０１５
．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、三次元モデルが表す形状と実際のフィールドの形状に差異があると、仮
想視点画像の画質が劣化する恐れがある。三次元モデルを高精度にすれば画質劣化は低減
できるが、高精度なデータはデータ量が多く、描画等のための処理時間も膨大となる。
【０００６】
　本発明は上記の課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、高速に高画質な仮想視
点画像を生成できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の問題点を解決するために、本発明の生成装置は、例えば、以下の構成を有する。
すなわち、複数の異なる方向から複数の撮影装置により撮影されるオブジェクトの三次元
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形状を示す第１の三次元モデルに基づいて、前記複数の撮影装置の少なくとも１つの撮影
装置の撮影により得られる撮影画像における点と、前記第１の三次元モデルよりも精度が
低い前記オブジェクトの三次元形状を示す第２の三次元モデルに関する点との対応関係を
特定するための対応情報を取得する取得手段と、仮想視点に応じた仮想視点画像を、前記
複数の撮影装置のうち１以上の撮影装置の撮影により得られる撮影画像と、前記取得手段
により取得された対応情報と、に基づいて生成する生成手段とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、高速に高画質な仮想視点画像を生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】カメラシステムの一例を示す図である。
【図２】対応情報の概念を説明するための図である。
【図３】実施形態の生成装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図４】生成装置１００のソフトウェア構成の一例を示す図である。
【図５】生成装置１００の情報処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】生成装置２００のソフトウェア構成の一例を示す図である。
【図７】生成装置２００の情報処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１１】
　＜実施形態１＞
　＜概要＞
　実施形態１の生成装置１００は、簡易三次元モデルとカメラの撮影画像の対応情報を取
得する。そして、本実施形態の生成装置１００は、ランタイム時（仮想視点画像の描画時
）において、当該対応情報に基づいて、カメラによる撮影画像を簡易三次元モデルに張り
付けた上で、仮想視点画像を生成する。なお、上述の対応情報は、簡易三次元モデルより
も高精度の三次元モデルのデータに基づいて生成される。また、本明細書では原則として
「画像」という言葉を用いて実施形態を説明するが、静止画に限っているわけではなく、
動画も含む。
【００１２】
　本実施形態では、図１に示すように、複数のカメラ１００１がフィールド１００２をそ
れぞれ異なる方向から撮影するシステムを想定している。そして、本実施形態の生成装置
１００は、上記複数のカメラ１００１の撮影により得られる複数の撮影画像に基づいて仮
想視点画像を生成する。なお、フィールド１００２には人物などのオブジェクト１００３
が含まれ得る。なお仮想視点とは、ユーザやシステムによって指定される仮想的な視点で
ある。仮想視点画像と同様の概念を表す言葉として、自由視点画像や任意視点画像なども
ある。
【００１３】
　図２は、簡易三次元モデルとカメラの撮影画像の対応関係を説明するための図である。
三次元モデル２００４は、実際のフィールド（例えばスポーツの会場）の三次元形状を高
精度に表した三次元モデルである。また、簡易三次元モデル２００１は、実際のフィール
ドの簡略的な三次元形状を表した三次元モデルである。すなわち、三次元モデル２００４
と簡易三次元モデル２００１は、共に同じフィールドの三次元形状を表すモデルであるが
、三次元モデル２００４のほうが簡易三次元モデル２００１よりも高精度にその形状を表
している。
【００１４】
　簡易三次元モデル２００１にカメラ１００１の撮影画像を張り付けて簡易三次元モデル
２００１のテクスチャを生成すると、実際の形状とモデル形状の差異の影響により、仮想
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視点画像の画質が低下してしまう恐れがある。
【００１５】
　そこで本実施形態では、実際の形状を高精度に表している三次元モデル２００４とカメ
ラパラメータを参照することによって、カメラ１００１の撮影画像２００５と簡易三次元
モデル２００１のテクスチャとの対応を示す対応情報を事前に準備する。そして、ランタ
イム時（仮想視点映像の描画時）には、その対応情報に基づいて、カメラ１００１の撮影
画像２００５を簡易三次元モデル２００１に貼り付け、その結果を用いて描画処理を行う
ことで、高速に高画質な仮想視点画像を生成する。
【００１６】
　＜ハードウェア構成＞
　図３は、本実施形態における生成装置１００のハードウェア構成の一例を示す図である
。生成装置１００は、ハードウェア構成として、ＣＰＵ１１と、ＲＯＭ１２と、ＲＡＭ１
３と、表示部１５と、入力部１６と、記憶部１７と、を含む。ＣＰＵ１１は、システムバ
スに接続された生成装置１００の各種デバイスの制御を行う。ＲＯＭ１２は、ＢＩＯＳの
プログラムやブートプログラムを記憶する。ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１の主記憶装置とし
て使用される。表示部１５は、ＣＰＵ１１等における処理結果を表示するためのディスプ
レイである。入力部１６は、ユーザによる操作入力等を受け付ける。入力部１６は、例え
ば、タッチパネル、マウス、キーボード等からの操作入力を受け付けてもよいし、リモコ
ンからの操作入力を受け付けても良い。記憶部１７は、ＯＳのプログラムやＯＳ上で動作
する各種アプリケーションのプログラム等を格納するためのＨＤＤなどである。通信部１
８は、カメラ１００１等と通信するための通信モジュールである。
【００１７】
　上記構成において、生成装置１００の電源がＯＮになると、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２
に格納されたブートプログラムに従って、記憶部１７からＯＳのプログラム等をＲＡＭ１
３に読み込み、処理を実行することによって、生成装置１００の機能を実現する。つまり
、生成装置１００のＣＰＵ１１がプログラムに基づき処理を実行することによって、後述
する生成装置１００のソフトウェア構成の機能、及び、フローチャートの処理が実現され
る。
【００１８】
　＜ソフトウェア構成＞
　図４は、生成装置１００のソフトウェア構成の一例を示す図である。図４に示すように
、生成装置１００は、モデル取得部１０１と、対応情報取得部１０２と、仮想視点取得部
１０３と、画像取得部１０４と、描画部１０５を有する。
【００１９】
　モデル取得部１０１は、簡易三次元モデル２００１、三次元モデル２００４、及び、各
カメラ１００１のカメラパラメータを取得する。三次元モデル２００４は、簡易三次元モ
デル２００１よりも、撮影対象の形状をより高精度に表している。カメラパラメータは複
数のカメラ１００１のそれぞれの位置、姿勢、焦点距離、主点位置、及び歪み情報などを
含む。簡易三次元モデル２００１及び三次元モデル２００４は、メッシュモデルであり、
三次元形状を構成する頂点の座標、その頂点を結んだ面情報、及び、各面とテクスチャと
の対応を示す情報を含む。
【００２０】
　対応情報取得部１０２は、カメラ１００１の撮影画像２００５と簡易三次元モデル２０
０１との対応情報を取得する。対応情報は、簡易三次元モデル２００１に関する座標と、
複数のカメラ１００１のうち１以上のカメラ１００１の撮影画像２００５の座標との対応
関係を表す情報である。なお本実施形態では、対応情報が、簡易三次元モデル２００１の
テクスチャと、各カメラ１００１の各画素の対応関係を表す二次元マップである場合の例
を中心に説明する。この場合、対応情報が示す２次元マップの各セルには、対応するカメ
ラ１００１の撮影画像２００５の座標情報が格納される。
【００２１】
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　上記の対応情報を取得するため、対応情報取得部１０２は、カメラ１００１の撮影画像
２００５の座標と三次元モデル２００４の座標との対応関係を表す第１対応関係情報を取
得する。また、対応情報取得部１０２は、三次元モデル２００４の座標と簡易三次元モデ
ル２００１の座標との対応関係を表す第２対応関係情報を取得する。
【００２２】
　第１対応関係情報は、モデル取得部１０１で取得されたカメラパラメータに基づいて、
カメラ１００１の撮影画像２００５の各座標を三次元モデル２００４に投影するための投
影処理を行うことにより取得される。
【００２３】
　また、第２対応関係情報は、三次元モデル２００４と簡易三次元モデル２００１の位置
関係が既知であることを利用して取得される。より具体的には、三次元モデル２００４と
簡易三次元モデル２００１を重ね合わせることにより、三次元モデル２００４の座標と簡
易三次元モデル２００１の座標との対応関係が得られる。本実施形態では、図２に示すよ
うに、三次元モデル２００４の座標を簡易三次元モデル２００１の面に投影するための投
影処理を行うことで対応関係を得る場合の例を中心に説明する。
【００２４】
　また、簡易三次元モデル２００１とそのテクスチャマップの対応関係は既知であるため
、当該対応関係に基づいてカメラ１００１の撮影画像２００５の座標と簡易三次元モデル
２００１のテクスチャの対応関係を得ることができる。つまり、対応情報取得部１０２は
、第１対応関係情報、第２対応関係情報、及び、簡易三次元モデル２００１とテクスチャ
との対応関係に基づいて対応情報を生成する。
【００２５】
　より具体的には、生成装置１００は、図２のテクスチャマップ２００６で示すテクスチ
ャマップにおける各セルの座標から、簡易三次元モデル２００１の座標へと対応付ける。
そして、簡易三次元モデル２００１の座標に対応する三次元モデル２００４の座標と、そ
の座標に対応するカメラ１００１の撮影画像２００５の座標を対応付ける。このようにし
て対応情報は得られる。図２の例ではテクスチャマップ２００６内の斜線領域２００７の
座標に対応するカメラ１００１の撮影画像２００５の座標が記録される。
【００２６】
　仮想視点取得部１０３は、仮想視点情報を取得する。仮想視点情報は仮想視点（仮想カ
メラ）の位置、姿勢、主点位置、及び焦点距離などからなる仮想カメラパラメータである
。本実施形態では、仮想視点情報が事前に記憶部１７に保存されており、仮想視点取得部
１０３が記憶部１７から１フレーム分ずつ順に仮想視点情報を読み込む場合の例を中心に
説明する。
【００２７】
　画像取得部１０４は、各カメラ１００１により得られた撮影画像を取得する。本実施形
態では、各カメラ１００１の撮影画像が事前に記憶部１７に保存されており、画像取得部
１０４が記憶部１７から１フレームずつ順に撮影画像を読み込む場合の例を中心に説明す
る。ただし、画像取得部１０４が、カメラ１００１から直接的に撮影画像を取得するよう
にしても良い。
【００２８】
　描画部１０５は、モデル取得部１０１、対応情報取得部１０２、仮想視点取得部１０３
、及び、画像取得部１０４により取得された三次元モデル、対応情報、各カメラ１００１
の撮影画像２００５、及び仮想視点情報に基づき、仮想視点画像を生成（描画）する。よ
り具体的には、描画部１０５は、対応情報取得部１０２により取得された対応情報を参照
して、簡易三次元モデル２００１のテクスチャマップ２００６に、対応するカメラ１００
１の撮影画像２００５の画像データ（画素情報）を貼り付ける。これにより、簡易三次元
モデル２００１にテクスチャが貼り付けられる。そして描画部１０５は、テクスチャが貼
り付けられた簡易三次元モデル２００１を仮想視点から見たシーンを表す仮想視点画像を
三次元ＣＧ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ）の技術を用いて描画する。描画結果



(7) JP 6921686 B2 2021.8.18

10

20

30

40

50

は表示部１５に表示させてもよいし、記憶部１７に記憶させてもよいし、通信部１８によ
り他の装置へ送信されるようにしてもよい。
【００２９】
　本実施形態では、図４で示す各機能がソフトウェアの機能である例を説明したが、図４
の機能ブロックの全てまたは一部がＣＰＵ１１以外のハードウェアプロセッサにより実行
されるようにしてもよい。ＣＰＵ１１以外のハードウェアプロセッサとは、例えば、ＡＳ
ＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、
ＤＳＰ（デジタルシグナルプロセッサ）等である。以下の実施形態においても同様である
。また、生成装置１００は複数のＣＰＵ１１を有するようにしてもよい。
【００３０】
　＜処理の流れ＞
　図５のフローチャートを用いて、生成装置１００の情報処理の流れを説明する。図５の
処理は、仮想視点画像の生成開始指示に応じて開始される。また本実施形態では、図５の
フローチャートの処理が、ＣＰＵ１１により実行される場合の例を中心に説明する。ただ
し、各ステップの少なくとも一部が、専用のハードウェアプロセッサにより実現されても
よい。
【００３１】
　Ｓ１０１０において、モデル取得部１０１は、簡易三次元モデル２００１と三次元モデ
ル２００４、及び、各カメラ１００１のカメラパラメータを取得する。Ｓ１０２０におい
て、対応情報取得部１０２は、カメラ１００１の撮影画像２００５の座標と簡易三次元モ
デル２００１のテクスチャとの対応関係を示す対応情報を取得する。対応情報及びその取
得方法の詳細は、上述の通りである。
【００３２】
　Ｓ１０３０は、図５に係る処理を終了するまでＳ１０４０からＳ１０６０の処理が繰り
返されることを示すステップである。なお繰り返しの度にフレームが１つずつ進む。Ｓ１
０４０において、仮想視点取得部１０３は、仮想視点情報を１フレーム分取得する。Ｓ１
０５０において、画像取得部１０４は、各カメラ１００１の撮影画像２００５を１フレー
ム分取得する。
【００３３】
　Ｓ１０６０において、描画部１０５は、Ｓ１０４０で取得した仮想視点からのシーンを
示す仮想視点画像を描画（生成）する。生成された仮想視点画像は表示部１５において表
示されてもよいし、記憶部１７に記憶されてもよいし、通信部１８を介して他の装置へ送
信されるようにしてもよい。描画部１０５は、仮想視点画像の生成に当たり、Ｓ１０１０
にて取得された三次元モデル、Ｓ１０２０にて取得された対応情報、Ｓ１０４０にて取得
された仮想視点情報、及び、Ｓ１０５０にて取得された複数のカメラ１００１の撮影画像
２００５を用いる。ただし、仮想視点画像の生成にあたり、必ずしも複数のカメラ１００
１のうちすべての撮影画像２００５が必要になるとは限らない。仮想視点（仮想カメラ）
の位置や姿勢などに応じて、必要な１以上のカメラ１００１の撮影画像２００５を用いる
ことで仮想視点画像は描画（生成）される。
【００３４】
　＜変形例＞
　続いて本実施形態の変形例について説明する。なお、以下に説明する変形例は、実施形
態１のみならず、後述する実施形態２に対しても適用可能であることに留意されたい。
【００３５】
　上述の実施形態では、モデル取得部１０１が、簡易三次元モデル２００１と三次元モデ
ル２００４、及び、各カメラ１００１のカメラパラメータを取得する例を中心に説明した
。しかしながら、モデル取得部１０１が必ずしも上記すべての情報を取得しなければなら
ないとは限らない。例えば、対応情報が生成装置１００以外の装置によりあらかじめ生成
されているのであれば、対応情報取得部１０２は、三次元モデル２００４やカメラパラメ
ータを取得する必要はない。
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【００３６】
　また、上述の実施形態では、三次元モデルがメッシュモデルである場合の例を中心に説
明した。しかしこれに限らず、自由曲面モデル、ソリッドモデル、または三次元点群など
であっても良く、その形式を限定しない。つまり、三次元モデルは、三次元形状を表す情
報であればよい。
【００３７】
　また、上述の実施形態では、モデル取得部１０１が取得する三次元モデルに、テクスチ
ャマップの情報が含まれている場合の例を中心に説明した。しかしこれに限らない。三次
元モデルにテクスチャマップの情報が含まれていなければ、モデル取得部１０１は、公知
の技術を用いることによってテクスチャマップを生成すればよい。また、カメラ１００１
の撮影画像２００５自体をテクスチャマップとすることも可能である。
【００３８】
　また、対応情報の形式や生成方法は、上述した形式や生成方法に限らない。つまり、対
応情報取得部１０２は、カメラ１００１の撮影画像２００５の座標と簡易三次元モデル２
００１に関する座標との対応関係を示した情報を対応情報として取得すれば良い。例えば
、対応情報は、各カメラ１００１の撮影画像２００５の座標と簡易三次元モデル２００１
のテクスチャの座標との対応を表す二次元マップであっても良い。また、対応情報は、例
えば、各カメラ１００１の撮影画像２００５の座標と簡易三次元モデル２００１の表面上
の座標との対応を表す二次元マップであっても良い。また、対応情報は、各カメラ１００
１の撮影画像２００５の座標とテクスチャマップ上の座標の組のリストや集合であっても
良い。また、対応情報を二次元マップの形式で表す場合には、各カメラ１００１の画素に
対するテクスチャマップの座標を格納するようにしても良いし、逆に、テクスチャマップ
の各セルに、撮影画像２００５の座標を格納するようにしても良い。
【００３９】
　また、描画部１０５が２以上のカメラ１００１による撮影画像２００５に対してブレン
ディング処理などを行うことによって仮想視点画像を生成することが想定される場合には
、カメラ１００１ごとの二次元マップが対応情報として取得されると良い。ただし、対応
情報の形式はこの例に限らず、例えば、１つの二次元マップの各セルにカメラ１００１の
識別情報と撮影画像２００５の座標の組の集合が格納される形式であっても良い。
【００４０】
　また、本実施形態では、対応情報の形式が、二次元マップの各セルから、対応するカメ
ラ１００１の撮影画像２００５の画素（座標）へ対応付ける形式である場合の例を中心に
説明したが、これに限らない。例えば、撮影画像２００５の画素（座標）から二次元マッ
プへ対応付けるような形式であっても良い。このような形式の対応情報を生成する場合、
例えば、以下の方法を採用することができる。すなわち、撮影画像２００５の画素から三
次元モデル２００４、三次元モデル２００４から簡易三次元モデル２００１、簡易三次元
モデル２００１からテクスチャマップ２００６へとたどれば良い。
【００４１】
　また、上述の実施形態では、簡易三次元モデル２００１と三次元モデル２００４の対応
は、両者の位置関係が既知であることを利用して、両者を重ね合わせることによって対応
関係を特定する例を中心に説明した。しかしこの方法にも種々のバリエーションが存在す
ることに留意されたい。すなわち、簡易三次元モデル２００１の各座標を所定の軸に沿っ
て三次元モデル２００４に投影することで、対応する座標を求めても良い。また、三次元
モデル２００４の各座標を所定の軸に沿って簡易三次元モデル２００１に投影することで
、対応する座標を求めても良い。また、他の方法として、一方の三次元モデルの座標につ
いて、その座標の法線方向に、他方の三次元モデルに対応する座標を探索することによっ
て、両者を対応付けるようにしても良い。対応する座標の探索方法としては、投影先の近
傍点を探索してもよいし、対応付けた先が面であるならば、面に投影した点の座標が探索
されるようにしても良いし、注目点とその探索方向からなる直線と面との交点の座標が探
索されるようにしても良い。
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【００４２】
　また、対応情報の生成方法にも種々のバリエーションがあり、上述の方法に限定されな
い。例えば、三次元モデル２００４に基づいて簡易三次元モデル２００１のハイトマップ
を生成し、そのハイトマップを反映した簡易三次元モデル２００１とカメラ１００１の撮
影画像２００５とを対応付けることで対応情報が取得されるようにしても良い。ハイトマ
ップは以下のような手順で生成できる。すなわち、対応情報取得部１０２は、三次元モデ
ル２００４と簡易三次元モデル２００１を重ね合わせて対応関係を特定する。そして、対
応情報取得部１０２は、簡易三次元モデル２００１の各面の二次元マップの各セルに対応
する三次元モデル２００４上の点までの距離を格納することでハイトマップを生成できる
。なお、三次元モデル２００４と簡易三次元モデル２００１の座標系が合っていない場合
は、ＩＣＰ（Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　Ｃｌｏｓｅｓｔ　Ｐｏｉｎｔ）などの公知の方法で両
者の位置合わせを行えばよい。
【００４３】
　三次元モデル２００４と簡易三次元モデル２００１の対応付けは、例えば、以下のよう
に行えばよい。すなわち、簡易三次元モデル２００１の各面に対応する二次元マップを生
成する。そして、その二次元マップの各セルに対応する簡易三次元モデル２００１の表面
点から、その表面点の法線方向にある三次元モデル２００４の表面点を探索し、両者を対
応付ける。表面点間の距離をハイトマップの高さ情報として、二次元マップのセルに格納
する。なお、簡易三次元モデル２００１の表面点から三次元モデル２００４の表面点を探
索するのではなく、三次元モデル２００４の表面点から簡易三次元モデル２００１の表面
点を探索するようにしても良い。また探索方向も法線方向に限らず、所定の軸方向として
も良いし、最近傍の表面点と対応付けるようにしても良い。簡易三次元モデル２００１の
ハイトマップとテクスチャマップは同一面に対する二次元マップであるので、ハイトマッ
プとテクスチャマップの対応は一意に決定できる。したがって、各カメラ１００１のカメ
ラパラメータに基づいて、カメラ１００１の撮影画像２００５の各画素（座標）と、ハイ
トマップによる形状変化を反映した簡易三次元モデル２００１の表面点の対応関係も特定
できる。さらに、ハイトマップに対応するテクスチャマップに各画素を対応付ければ、対
応情報が生成できる。
【００４４】
　また、上述の実施形態では、仮想視点情報が、仮想視点（仮想カメラ）の位置、姿勢、
主点位置、及び焦点距離などからなる仮想カメラパラメータである場合の例を中心に説明
した。しかしこの例に限らない。例えば、仮想カメラの主点位置や焦点距離などのパラメ
ータが固定値としてシステムで設定されており、仮想カメラの位置及び姿勢のみが自由に
設定できる場合などもありうる。このような場合、仮想視点取得部１０３は、仮想カメラ
の位置及び姿勢の情報のみを仮想視点情報として取得することもありうる。
【００４５】
　また、仮想視点情報として、仮想カメラの画角やズーム情報が取得されるようにしても
良いし、レンズ歪みのパラメータが取得されるようにしても良い。また仮想視点情報は球
状やパノラマ状の全方位カメラを表すパラメータであっても良い。また、仮想視点情報の
取得方法は記憶部１７から読み出す方法に限らず、キーボードやマウス、コントローラー
、ジョイスティック、３Ｄマウス、イナーシャセンサなどの入力デバイスによるユーザ操
作に基づいて取得されるようにしても良い。この場合、入力部１６は、入力デバイスから
の各種入力を受け付ける。また、入力デバイスによる仮想視点情報の入力方法としては、
例えば、サッカーの試合中にリアルタイムでユーザが仮想カメラを操縦するようなケース
も考えられるし、ＣＧ作成のためのアプリケーションなどを利用してユーザが入力するケ
ースも考えられる。また、人物などのオブジェクト１００３やボールなどの動きに応じて
自動的に仮想視点情報が決定されるケースも考えられる。仮想視点取得部１０３は、自動
的に決定された仮想視点情報を取得することもできる。
【００４６】
　また、図５に示すフローチャートで示す各ステップのうち、例えば、Ｓ１０１０及びＳ
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１０２０は、事前に行われても良い。すなわち、第１ユーザ操作に基づいて、予めＳ１０
１０及びＳ１０２０の処理が完了し、第２ユーザ操作に基づいて、Ｓ１０３０以降の処理
が行われるようにしても良い。また、対応情報は再利用することも可能であるため、Ｓ１
０３０の処理を実行するたびにＳ１０１０及びＳ１０２０の処理を行わなければならない
わけではない。つまり、Ｓ１０１０及びＳ１０２０の処理は省略可能であるケースが存在
する。
【００４７】
　また、カメラ１００１はカラーカメラでもグレーカメラでもよく、ＲＧＢ－Ｄカメラや
三次元計測装置であってもよい。また、画像取得部１０４は、カメラ１００１から撮影画
像２００５を直接取得してもよいし、記憶部１７から撮影画像２００５を読み出すことに
よって取得しても良い。また、撮影画像２００５は公知の技術を用いて制振処理された撮
影画像であっても良い。
【００４８】
　また、描画部１０５は、対応情報に基づいて簡易三次元モデル２００１のテクスチャマ
ップに撮影画像２００５の画素情報を貼り付ける際に、２以上のカメラ１００１間で色が
合うように公知の方法で色調整を行っても良い。また、描画部１０５は、テクスチャマッ
プに２以上カメラ１００１間で重複する撮影領域がある場合は、当該２以上のカメラ１０
０１の撮影画像２００５をブレンディングすることによってテクスチャマップを生成して
もよい。ブレンディングの割合は平均でも良いし、テクスチャマップに対応する面に対す
るカメラ１００１の向きや位置に応じた比率に基づいてブレンディングしてもよい。また
、描画部１０５は、どのカメラ１００１にも対応しなかったテクスチャマップの領域に対
して、所定の色やテクスチャを貼り付けるようにしても良いし、テクスチャマップの他の
領域からテクスチャをコピーしてもよい。また、公知の画像欠損修復技術を用いて埋めて
もよい。
【００４９】
　また、描画部１０５は、テクスチャを貼り付けた簡易三次元モデル２００１に基づく描
画を行う際に、撮影時の時刻や天候に基づいて光源を設定しても良い。また、描画部１０
５により描画（生成）された仮想視点画像は、表示部１５において表示されるようにして
も良いし、記憶部１７に保存しても良いし、ネットワークを通じて視聴者の端末へ送信し
ても良い。
【００５０】
　＜実施形態２＞
　＜概要＞
　次に本発明の実施形態２について、実施形態１との差異を中心に説明する。本実施形態
では、簡易三次元モデル２００１とカメラ１００１の撮影画像２００５との対応関係を示
す対応情報に基づいて背景を描画し、当該背景に前景画像を合成して仮想視点画像を生成
する方法について述べる。なお本実施形態では、動きのある物体を前景、動きのない物体
を背景として前景背景分離を行う例を中心に説明する。なお本実施形態に係る生成装置２
００のハードウェア構成は実施形態１と同様であるため説明を省略する。
【００５１】
　＜ソフトウェア構成＞
　図６は本実施形態の生成装置２００のソフトウェア構成の一例を示す図である。生成装
置２００は、モデル取得部２０１と、対応情報取得部２０２と、仮想視点取得部２０３と
、画像取得部２０４と、描画部２０５と、前景背景分離部２０６を有する。モデル取得部
２０１～画像取得部２０４は実施形態１のモデル取得部１０１～画像取得部１０４と同様
である。
【００５２】
　前景背景分離部２０６は、画像取得部２０４により取得された各カメラ１００１の撮影
画像２００５を前景領域と背景領域に分離し、前景画像（前景領域の画像）と、背景画像
（撮影画像２００５のうち前景領域の穴を埋めた画像）を生成する。前景背景分離の方法
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については、種々の方法が知られている。一例として背景差分法を紹介する。背景差分法
は、動きのある物体が存在しないフィールドを複数のカメラ１００１により予め撮影して
おき、当該撮影により得られた撮影画像を前景無し画像として予め保存する。そして、当
該前景無し画像と、（例えば試合中の）撮影画像との差分に基づいて前景領域が抽出され
る。本実施形態では、前景背景分離部２０６が上述の背景差分法により前景背景分離を行
う場合の例を中心に説明する。また、前景背景分離部２０６は、保存されている前景無し
画像と、上述のようにして生成した背景画像とを所定の重みをかけて足し合わせることに
よって、背景画像を更新することができる。
【００５３】
　描画部２０５は、前景背景分離部２０６により生成された各カメラ１００１の前景画像
及び背景画像に加え、簡易三次元モデル２００１、対応情報、及び仮想視点情報などに基
づき、仮想視点画像を描画（生成）する。具体的には、背景画像に関しては実施形態１の
描画部１０５と同様の方法で描画する。前景画像に関しては、非特許文献１に記載の技術
を用いて描画し、描画した背景画像に重畳する。描画結果は表示部１５に表示させてもよ
いし、記憶部１７に記憶させてもよいし、通信部１８により他の装置へ送信されるように
してもよい。
【００５４】
　＜処理の流れ＞
　図７のフローチャートを用いて、生成装置２００の情報処理の流れを説明する。本実施
形態の処理は図５に示す実施形態１のフローチャートと同様の部分があり、以下ではその
差分について説明する。
【００５５】
　Ｓ２０１０～Ｓ２０５０は、実施形態１のＳ１０１０～Ｓ１０５０と同様である。Ｓ２
０５５において、前景背景分離部２０６は、Ｓ２０５０で取得された各カメラ１００１の
撮影画像２００５から前景領域と背景領域を分離し、前景画像と背景画像を生成する。
【００５６】
　Ｓ２０６０において、描画部２０５は、Ｓ２０４０で取得された仮想視点情報に基づく
仮想視点画像を描画（生成）する。描画には前景画像及び背景画像に加え、簡易三次元モ
デル２００１、対応情報、及び仮想視点情報が用いられる。
【００５７】
　＜変形例＞
　画像取得部１０４により取得された画像がすでに前景画像と背景画像に分離されている
場合、前景背景分離部２０６による前景背景分離処理は不要である。また、前景背景分離
処理が図７のフローチャートの処理の開始前に完了している場合、Ｓ２０５５の処理は不
要、又は簡略化できる。
【００５８】
　また、上述の実施形態では、前景背景分離の方法として背景差分法を用いる場合の例を
中心に説明したが、これに限らない。別の例として、例えば、機械学習により前景領域と
背景領域を学習した結果を用いて、前景領域と背景領域を分類しても良い。また、隣接す
るカメラ１００１の撮影画像２００５を地面に投影して差分をとることにより、地面を背
景領域、立体物を前景領域として分離する方法を用いても良い。また、各カメラ１００１
の撮影画像２００５の時間差分に基づいて前景領域を特定する方法を採用しても良い。
【００５９】
　また、上述の実施形態では、描画部２０５が、前景画像と背景画像を含む仮想視点画像
を生成する場合の例を中心に説明した。しかしこれに限らない。例えば、仮想視点情報に
基づく前景画像のみを生成しても良いし、仮想視点情報に基づく背景画像のみを生成して
も良い。また、前景画像の描画方法は非特許文献１の方法に限らず、仮想視点画像の生成
に関するどのような公知の技術を用いてもかまわない。例えば、２以上のカメラ１００１
により撮影された２以上の撮影画像２００５を変形させて合成するイメージベースレンダ
リングと呼ばれる方法を利用してもよい。また、例えば、デプスや三次元形状を復元して
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らのシーンを表す仮想視点画像を描画する際に、背景画像の上（仮想カメラから見て手前
側）に前景画像を合成してもよいし、前景画像と背景画像のデプス情報に基づいて奥行判
定を行った上で合成しても良い。また復元した前景の三次元モデルと背景の三次元モデル
（対応情報に基づいてテクスチャが貼り付けられ簡易三次元モデル２００１）を三次元Ｃ
Ｇの技術を用いて同時に描画してもよい。
【００６０】
　上述の本実施形態によれば、動きのある物体が存在するシーンであっても高速に高画質
な仮想視点画像を描画することができる。
【００６１】
　＜その他の実施形態＞
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給する。そして、そのシステム又は装置のコンピ
ュータにおける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読み出し実行する処理でも実現可
能である。また、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能
である。
【００６２】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではない。
【符号の説明】
【００６３】
　１００　生成装置
　１０１　モデル取得部
　１０２　対応情報取得部
　１０３　仮想視点取得部
　１０４　画像取得部
　１０５　描画部
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